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令和６年度島根県会計年度任用職員採用試験受験案内 

（障がい者ステップアップ就労支援（身体、知的又は精神障がいのある職

員の雇用）） 
 

                      島 根 県 教 育 庁 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー 

〒 6 9 0 - 0 1 3 1  松 江 市 打 出 町 3 3番地 

 TEL 0852－36－8608   

島根県教育委員会では、身体、知的又は精神障がいのある方の働く場を提供するため、県関係機関

で勤務していただく会計年度任用職員（地方公務員法第 22条の２に規定する職員）を募集します。 

この会計年度任用職員の採用は、県機関における障がい者の雇用を促進するとともに、身体、知的

又は精神障がいのある方が、県機関で働いた経験を生かして民間企業等の社員へステップアップされ

ていくことを目的としています。 

今回の募集内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受験資格 

（１）次の①及び②のいずれにも該当する人 

① 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持されている人 

又は知的障がいについては知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、児童相談所、障

害者職業センター若しくは精神保健指定医により知的障がい者であると判定された人 

② 公共職業安定所に求職登録し、就職活動をされている（又は就職を目指している）人 

（２）上記（１）にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する人は受験できません。 

① ステップアップ就労支援事業又は障がい者就業支援事業により既に県関係機関で勤務した

経験がある人 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

■ 募 集 人 数    １名 

■ 勤 務 場 所    島根県教育庁埋蔵文化財調査センター（松江市打出町 33番地） 

■ 受 付 期 間    令和６年２月２９日（木） ～ 令和６年３月８日（金） 

             ※郵送による場合、令和６年３月８日（金）必着 

             受付時間は午前 8時 30分～午後 5時 15分 

（土日、祝日を除く。） 

■ 一次試験日(面接試験) 令和６年３月１５日（金） 面接試験（個別面接） 

■ 一次試験合格発表日  令和６年３月１８日（月） 予定 

■ 二次試験日(職場実習) 令和６年３月１９日（火）から令和６年３月２２日（金） 

 ※一次試験合格者が対象となります。 

■ 最終合格発表日    令和６年３月２５日（月）予定 

■ 採 用 予 定 日     令和６年４月１日（月） 
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③ 島根県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 一次試験（面接試験）の日時、会場 

（１）日 時   令和６年３月１５日（金） 個別面接 

※試験時間は個々の受験者ごとに異なります。受験申込受付後、受験票の試験時間欄に記入のうえ

返送しますので、各自確認してください。 

※面接試験は、全て口頭で行います。注意事項等も口頭で伝達します。 

※面接試験において配慮を希望する事項がありましたら、申込書（別紙様式１）中の【４】（面接試

験において配慮を希望する事項）欄に記載してください。 

（希望内容によっては、試験会場等の理由により配慮できない場合もあります。） 

（２）試験会場  島根県教育庁埋蔵文化財調査センター（松江市打出町 33番地） 

         ※詳細は、募集締切後に発送する受験票に記載します。 

（３）合格発表  試験の結果は、受験者全員（棄権者を除く。）に郵送で通知します。 

 

３ 受験申込 

（１）提出書類 

①申込書（別紙様式１） １部 

顔写真は裏面に氏名を記入し、はがれないようにしっかり貼ってください。 

②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は知的障がい者であると「１（１）

①の公的判定機関」で判定されたことを証明する書類（受験者の氏名並びに障がい名及び等

級が確認できる部分のみ）の写し １部 

③受験票（別紙様式２） １部 

必要事項を記入のうえ、はがき（63 円）の裏面に貼付してください。表面には、受験者本人

の郵便番号、住所、氏名を記入してください。申込受付後に返送しますので、一次試験当日

にご持参ください。 

④定形の封筒（長形３号）１部  

    試験結果通知に使用します。表面には、受験者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、84 円

切手を貼付してください。 

   ⑤公共職業安定所の紹介状 １部 

（２）申込先   

〒 6 9 0 - 0 1 3 1  松 江 市 打 出 町 3 3番地 

島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 総務課 

電話 0852－36－8608 

 

（３）留意事項 

・ 郵送する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員採用試験」と朱書きし、簡易書留郵便に

してください。 

・ 受験票は申込受付後に返送しますが、試験日の２日前になっても受験票が送られてこない場
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合は、必ず申込先へお問い合わせください。 

・ 申込書及び受験票の＊欄を除く全ての欄にもれなく正確に記入してください。 

 

４ 採用 

この試験の合格者は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで任用します。 

なお、勤務実績等を踏まえ、再度任用する場合があります。その場合、最長で令和９年３月３１

日までを限度とします。 

 

５ 勤務条件等（基本） 

（１）勤務場所   島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 

（２）職務内容   一般行政事務補助、発掘調査出土品・記録類の整理に関する業務補助 

           ・土器等の遺物の洗浄、収蔵、管理作業補助 

           ・図面、写真等の整理 

           ・各種書類の発送作業 

           ・施設設備の環境整備 

           ・パソコン入力 

           ・その他事務補助等   

（３）報  酬   時給９２０円 

通勤手当相当分の報酬（月額 55,000円以内、支給要件を具備する場合のみ支

給） 

※通勤手当額は通勤手段、勤務日数、距離等に基づいて規定により決定しま

す。 

（４）手  当   規定に基づき期末手当が支給されます。 

（５）勤 務 日   月１３０時間以内で所属長が指定した日（月１７日～２０日程度） 

（６）勤務時間   午前８時３０分～午後４時００分 

          ※最長で、午前８時３０分～午後５時１５分となる場合があります。 

（７）社会保険等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

 

６ 試験結果の本人提供について 

試験の結果については、保有個人情報の本人提供に関する事務取扱要領に基づき、本人の申出に

より提供することができます。受験者本人（代理人は不可）が「顔写真付きの身分証明書」（注）を

持参の上、下記場所で行ってください。（電話は不可） 

（注）「顔写真付きの身分証明書」の例：運転免許証、学生証、旅券等 

 

 

申出できる者 内容 期間 場所 

受験者本人（棄権者を

除く。） 

得点（科目別得点

を含む。）及び順位 

合格発表の日（結果通知

発送の日）から１月間 

島根県教育庁埋蔵

文化財調査センタ

ー 
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７ その他 

・ 試験会場には、受験票を持参してください。 

・ 働く上でご自身の特徴や希望する配慮などを自己ＰＲする上で必要な資料がある場合は持参し

てください。（任意） 

 ・ 事前に見学を希望される方は、３（２）申込先までご連絡ください。 

（受付時間 ８：３０～１７：１５ ※土日祝日を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


